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（訂正）「平成 22 年 ３月期 決算短信」の一部訂正のお知らせ 

 

平成 22 年５月 14 日に開示しました「平成 22 年 ３月期 決算短信」の記載事項の一部につき追加記載が必要であるこ

とを認識いたしましたので、下記の通り訂正をお知らせいたします。 

 

記 

１. 訂正内容 

 平成 22 年２月３日に子会社化いたしました株式会社イントラストが同社取締役および従業員に付与しているストック・ 

オプションの内容および、それに伴い必要な項目を追加記載するものです。 

 なお、当社（「提出会社」と表記）の内容につきましては変更ありません。 

 

２.  訂正箇所 

「平成 22 年 ３月期 決算短信」42～43 ページ 

当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 該当事項ありません。 

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 会社名 提出会社 提出会社 

  

平成 14 年６月 22 日 

定時株主総会 

ストック・オプション 

平成 17 年６月 28 日 

定時株主総会 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及

び数 

当社、当社の子会社及び株式会社イー・クル

ーティングの役員及び従業員 78 名 

当社及び当社子会社の従業員 

79 名 

ストック・オプション

数(注） 
普通株式  1,420 株 普通株式  1,855 株 

付与日 平成 14 年９月２日 平成 17 年 12 月 16 日 

権利確定条件 権利行使期間内に当社、当社子会社または株

式会社イー・クルーティングの役員及び従業

員の地位であることを要す。但し、当社子会

社または株式会社イー・クルーティングの役

員が任期満了により退任した場合、従業員が

定年退職で退職した場合、その他正当な理由

のある場合はこの限りではない。 

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時に

おいても、当社の従業員及び当社子会社の従業

員の地位にあることを要す。但し、定年退職そ

の他これに準ずる正当な理由のある場合はこ

の限りではない。 

(1）新株予約権の割当を受けた者が死亡した

場合には、相続人がこれを行使できるも

のとする。 

(2）死亡以外の事由により、当社及び当社子

会社の使用人でなくなったとき新株予約

権を喪失する。 



 

 会社名 提出会社 提出会社 

  

平成 14 年６月 22 日 

定時株主総会 

ストック・オプション 

平成 17 年６月 28 日 

定時株主総会 

ストック・オプション 

対象勤務期間 平成 14 年９月２日～平成 16 年６月 22 日  平成 17 年 12 月 16 日～平成 19 年６月 28 日 

権利行使期間 平成 16 年６月 23 日～平成 22 年６月 22 日  平成 19 年６月 29 日～平成 24 年６月 28 日 

（注）付与後に実施された株式分割を考慮した上で、株式数に換算して記載しております。 

  

 会社名 株式会社イントラスト 株式会社イントラスト  

  第１回新株予約権  第２回新株予約権  

付与対象者の区分及

び数 
同社取締役 ３名  同社従業員 ６名 同社取締役 ３名  同社従業員 ８名 

ストック・オプション

数 
普通株式  86 株 普通株式  114 株 

付与日 平成 19 年４月１日 平成 19 年９月 10 日 

権利確定条件 新株予約権者の割当を受けた者が権利確定

日においても、同社の取締役、監査役又は従

業員の地位にあることを要す。但し、同社の

取締役会による承認を受け、かつ、書面によ

る承諾を得た場合はこの限りでない。  

新株予約権者の割当を受けた者が権利確定日

においても、同社の取締役、監査役又は従業員

の地位にあることを要す。但し、同社の取締役

会による承認を受けた場合はこの限りでない。

対象勤務期間 平成 19 年４月１日～平成 21 年３月 31 日  平成 19 年９月 10 日～平成 21 年３月 31 日 

権利行使期間 平成 21 年４月１日～平成 26 年９月 30 日  平成 21 年４月１日～平成 28 年９月 30 日 

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 会社名 提出会社 提出会社 株式会社イントラスト 株式会社イントラスト

  

平成 14 年６月 22 日 

定時株主総会 

ストック・オプション 

平成 17 年６月 28 日 

定時株主総会 

ストック・オプション

第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利確定前 （株）         

前連結会計年度

末 
－ 459 － － 

付与 － － － － 

失効 － 40 － － 

権利確定 － 419 － － 

未確定残 － － － － 

権利確定後 （株）         

前連結会計年度

末 
35 451 －  －  

権利確定 － 419 －  －  

権利行使 － － －  －  

失効 － 466 －  －  

未行使残（注） 35 404 76  101  

（注）当連結会計年度末に株式会社イントラストを新規連結子会社としたことによるものであります。 

 

 

 

 

 



 

② 単価情報 

 会社名 提出会社 提出会社 株式会社イントラスト 株式会社イントラスト

  

平成 14 年６月 22 日 

定時株主総会 

ストック・オプション 

平成 17 年６月 28 日 

定時株主総会 

ストック・オプション

第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価格 

（円） 
39,000 316,000 50,000 50,000 

行使時平均株価

（円） 
－ － － － 

公正な評価単価 

（付与日）（円） 

－ － － － 

  

 

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 平成 19 年４月１日及び平成 19 年９月 10 日に付与された株式会社イントラストのストック・オプションについて

は、同社が非公開企業であったため、公正な評価単価に代え、単位当たりの本源的価値に基づいて会計処理を行っ

ております。なお、単位当たりの本源的価値を算出するための基礎となった算定時点における自社の株式の評価額

は純資産法によっております。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

  

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値

の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 

  

 ① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額           －千円 

 ② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額     －千円 

 

 

 

 

以 上 
 
 


